
平成２７年度 青少年のネット非行・被害対策情報＜第 17 号＞ 
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 インターネット上でいたずらをして「誰がやったのかわからないから大丈夫」と考えるのは「誰がやったのかわからないから大丈夫」と考えるのは「誰がやったのかわからないから大丈夫」と考えるのは「誰がやったのかわからないから大丈夫」と考えるのは

大きな間違い大きな間違い大きな間違い大きな間違いです。 

 ネット上に書き込みや投稿をすれば、必ず足跡が残ります。 

 

【こんなことはやっちゃダメ】【こんなことはやっちゃダメ】【こんなことはやっちゃダメ】【こんなことはやっちゃダメ】    

○○○○    ネットへの悪質な書き込み（誹謗中傷・悪口・犯行予告など）ネットへの悪質な書き込み（誹謗中傷・悪口・犯行予告など）ネットへの悪質な書き込み（誹謗中傷・悪口・犯行予告など）ネットへの悪質な書き込み（誹謗中傷・悪口・犯行予告など）    

  インターネットで個人のプライバシーを侵害したり、社会的な信用を低下させたり、プラ

イドを傷つけるようなことを公然と書き込むと「名誉毀損罪」「名誉毀損罪」「名誉毀損罪」「名誉毀損罪」という罪に問われることにな

ります。 

  また、悪口などを書き込むと「侮辱罪」「侮辱罪」「侮辱罪」「侮辱罪」、ネットの掲示板に犯行予告を書き込み、人の業

務を妨害したら「威力業務妨害罪」「威力業務妨害罪」「威力業務妨害罪」「威力業務妨害罪」になります。 

○○○○    ネットいじめ（掲示板や学校ウラサイトなど）ネットいじめ（掲示板や学校ウラサイトなど）ネットいじめ（掲示板や学校ウラサイトなど）ネットいじめ（掲示板や学校ウラサイトなど）    

  １人の書き込みが「みんな（集団）」による「いじめ」に発展することがあります。 

  特に顔が見えないネットではエスカレートしがちです。 

  ● クラスメイトの悪口を書き込む。 

  ● みんながその子を嫌っているようにみせるため、複数人 

   になりすまして悪口を書き込む。 

  ● 気に入らない子になりすましてプロフ（自己紹介サイト） 

を立ち上げ、みんなに嫌われるようなことをわざと書き込む。 

○○○○    ＩＤやパスワードの無断使用ＩＤやパスワードの無断使用ＩＤやパスワードの無断使用ＩＤやパスワードの無断使用    

  インターネットのオンラインゲームなどで、他人のＩＤやパスワードを無断で使用してロ

グインすると「不正アクセス禁止法違反」「不正アクセス禁止法違反」「不正アクセス禁止法違反」「不正アクセス禁止法違反」となります。 

○○○○    不正ダウンロード、著作権侵害不正ダウンロード、著作権侵害不正ダウンロード、著作権侵害不正ダウンロード、著作権侵害    

  ネット上に不正にアップされた音楽や動画などを海賊版（違法）であると知りながら著作

権者に無断でダウンロードしたり、他人が撮影した写真や描いたイラストなどを無断でホー

ムページやブログに載せると「著作権法違反」「著作権法違反」「著作権法違反」「著作権法違反」となります。 

本メールに関して御質問、お問い合わせがある場合は下記まで御連絡ください。 

 【担当】福井県安全環境部県民安全課 小林 

    電話：0776-20-0296（直通）メール：s-kobayashi-7g@pref.fukui.lg.jp 

「家庭の日」推進テーマ 7 月「太陽の下で、からだをきたえよう」 

「青少年育成の日」推進テーマ 7 月「親子の対話を深め、青少年の心の変化に気を配ろう」 


